
○地籍調査の定義（国土調査法第2条5項）
地方公共団体又は土地改良区等が、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成すること

○第6次国土調査事業十箇年計画（国土調査促進特別措置法第3条第1項）
国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及びその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、平成22年

以降の十箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画（以下「国土調査事業十箇年計画」という。）の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
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＜計画事業量＞

1 地方公共団体等が行う地籍調査の面積は21,000㎢

2 国の機関が行う基本調査の調査面積は3,250㎢

3 地籍調査以外の測量成果の活用面積は約1,500㎢

など

1 地籍調査に係る国庫負担金
市町村等が実施する地籍調査の費用の一部を国及び都道府県

が負担。市町村が実施する場合、費用は国が1/2、都道府県が
1/4、市町村が1/4を負担（地方公共団体の負担分の8割が特別
交付税の交付対象⇒市町村の実質負担は5％）

2 地籍整備推進調査費補助金
民間事業者等が積極的に国土調査法19条5項指定を申請でき

るよう、同申請に必要な測量・調査等にかかる経費に対し補助
（平成22年度創設。25年度から補助率2/3以内（民間事業者））

1 地籍調査作業の民間委託
調査等の作業を市町村から民間へ包括委託（平成22年度創設）

（包括委託導入市町村数 H25：29、H26：55、H27：92）

2 地籍アドバイザー派遣
地籍調査実務経験者、土地家屋調査士、測量士等を、国が

「地籍アドバイザー」として登録し、市町村に派遣
（平成14年創設。現在、登録者数約60人）

3 研修の実施
都道府県や市町村の地籍調査担当者を対象に、技術的かつ法

律的な知見に関する研修を実施

1 国が行う基本調査
市町村等による通常の地籍調査の実施が困難な地域において、

地籍調査を実施するために必要な基礎的な情報を整備するため
の調査【国土交通省が実施】
・ 都市部官民境界基本調査
・ 山林境界基本調査
・ 被災地域境界基本調査

2 所有者等の立会いの弾力化
所有者等の所在が不明で立会いを求められない土地について、

筆界を明らかにする客観的な資料が存在する場合、登記所と協議
の上、調査の実施が可能（平成22年度導入）

＜成果目標＞ （平成21年度末→31年度末）
○ 地籍調査を実施した地域の面積の割合

49％→57％（平成28年度末実績：52％）

○ 人口集中地区における地籍調査実施面積の割合

21％→48％（平成28年度末実績：24％）

○ 人口集中地区以外の林地における地籍調査実施面積

の割合

42％→50％（平成28年度末実績：45％）

○ 調査未実施・休止市町村を中間年までに解消

604市町村→0市町村（中間年（平成26年度末））

（平成26年度末実績：492市町村）
（平成28年度末実績：457市町村）

主な推進施策【背 景】
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＜目標設定の考え方＞

第6次国土調査事業十箇年計画においては、地籍調

査対象地域 （286,200㎢）の中から、優先的に地籍を

明確にすべき地域（約50,000 ㎢）のおよそ半分の地域

について地籍の明確化を図る。特に、調査の遅れてい

る都市部及び山村部では、地籍調査の進捗率を5割

程度まで引き上げることを目指す。

地籍整備の推進に関する政策の脈絡図
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○ 法務省は、「民活と各省連携による地籍整備の推進」（平成15年6月都市再生本部決定）の方針を踏まえ、平成16年度から都市部の
人口集中地区の地図混乱地域（※）を対象とした登記所備付地図作成作業を実施（法務局自ら実施。対象地域660㎢。平成28年度まで
の地図の作成面積は135㎢）

○ 日本再興戦略等の下で、平成27年度を初年度とする下記計画を実施中

1 登記所備付地図作成作業第2次10か年計画：平成27年度から10年間で200㎢
2 大都市型登記所備付地図作成作業10か年計画：平成27年度から10年間で30㎢
3 震災復興型登記所備付地図作成作業3か年計画：平成27年度から3年間で9㎢
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※地図混乱地域とは：
公図（明治時代に作成された地図
が多い）と現況が大きく異なる地域

第6次国土調査事業十箇年計画（H22.5.25閣議決定）

参考資料2 平成29年11月13日第10回政策評価審議会資料
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出典：国土交通省 平成26年第3回国土調査のあり方に関する検討小委員会資料（平成26年6月）
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